
2　令和5（2023）年11月20日 広報 区の世帯と人口 133,244世帯（前月比＋552世帯）世帯数 212,127人（前月比＋644人）人口  【11月1日現在】
※住民基本台帳による

【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）】パートナーとの関係で悩んでいませんか？ DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにご相談く
ださい。▷日時　月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時　▷相談専用電話 TEL 0120−288−322

表2　事務事業評価の結果　上記4つの視点を踏まえ、区民生活への影響を十分考慮したうえで、今後の事業展開を評価
評価結果 拡大 改善 維持 縮小 廃止・終了 計

事業数 34 25 241 0 0 300

表1　事務事業評価における4つの視点と4段階評価

　　⇒区民ニーズの変化や官民の役割分担という
　　　視点から評価
４：ニーズは増加している。
３：ニーズには大きな変化はない。
２：ニーズはやや減少傾向にある。
１：ニーズは大幅に減少している。

　　　⇒事業の目的達成のため、適切な手段での事業実施という視点から評価

４：手段は適切である。
３：検討事項はあるが、手段はおおむね適切である。
２：手段は一部見直しが必要である。
１：手段は抜本的見直しが必要である。

　　⇒人的・物的資源の有効活用という視点から
　　　評価
４：コストや効率性は改善している。
３：コストや効率性に大きな変化はない。
２：コストや効率性に一部改善の余地がある。
１：コストや効率性に抜本的改善を要する。

　　　⇒現時点における事業目的の達成度を、事業の指標や進捗という視点
　　　　から評価
４：目標は達成されている。（事業は良好に進捗している）
３：目標はおおむね達成されている。（事業はおおむね良好に進捗している）
２：目標は一部未達成である。（事業の進捗に一部課題がある）
１：目標を大きく下回っている。（事業の進捗に大きな課題がある）
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あらゆる世代が生涯にわたって成長し輝くまちの実現 （子育て分野）

妊娠期から子育て期の切れ目のない支援 多様なニーズに対応した
質の高い保育サービスの展開

ハローベビー学級 ゆりかご・たいとう 保育委託 一時保育
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１. 行政評価の仕組み
　行政評価とは、社会情勢やニーズの変化に
対応した弾力的な区政運営を目指すため、人
材や予算といった経営資源が有効に活用され
るように、政策や施策、事務事業を定期的に
検討する仕組みです（図１）。
　５年度は、個々の事業を対象に行う事務事
業評価を実施しました。

２. 5年度実施した行政評価
●事務事業評価
　「必要性」「効率性」「手段の適切性」「目的
達成度」の4つの視点で、それぞれ4段階評
価します（表1）。その評価と区民生活への影
響を踏まえ、今後の方向性として「拡大」「改善」
「維持」「縮小」「廃止・終了」の5種類で評価
しています。
　5年度は、「台東区行政計画」に位置付け
ている計画事業を構成する事務事業を対象と
し、300事業を評価しました（表2）。

３. 評価結果の情報公開
　区HPおよび区役所3階⑦番区政情報コーナ
ーで評価結果を閲覧できます。
　区民の皆さんの意見を区政に生かしていく
ため、評価結果や行政評価全
般について、意見をお寄せくだ
さい。
▷問合せ　企画課経営改革担
当 TEL（5246）1013

図1　政策・施策・
　　　事務事業の
　　　関係

行政活動を便宜的に階層化すると、一般的には、政策・施策・事務事業の3層構造として捉えることができます。
政策とは、行政の大局的な目的や方向性を示すもの、施策とは、政策を実現するための具体的な手段であり、
それはさらに施策を実現するための複数の事務事業から構成されています。

広報「たいとう」元旦号と
「たいとう区議会だより」新年特集号は

新聞折り込みでお届けします
　広報「たいとう」（区報）と「たいとう区議会だより」（議会報）は毎号、町会およ
びポスティング業者を通じてお届けしていますが、区報の元旦号と議会報の新年特集
号は1月1日の新聞に折り込んでお届けします。
　区内在住で、次の新聞を購読していない方へ、希望により郵送します。
▷折り込む新聞　朝日・読売・毎日・産経・東京・日本経済
　新聞の朝刊　
▷申込方法　区報の元旦号・議会報の新年特集号郵送
　希望・住所・氏名・電話番号を電話かファクス
　またははがきで問合せ先へ（電子申請可）　
▷申込締切日　12月8日㈮（必着）
▷問合せ　〒110−8615
　台東区役所広報課　
　 TEL（5246）1021
　 FAX（5246）1029問合せ 広報課 TEL（5246）1021

受信する情報は、
行政分野や世帯状況に応じて、
さまざまな項目から選択できます。

区監査委員が
決まりました

　10月26日に開催された本会議で、
元田秀治委員の任期満了に伴う選
任同意が行われ、11月1日付で区
監査委員に新たに就任しました。
●区監査委員（敬称略）
　畑克海　57歳（新任）

▷受賞者　長尾次朗氏
　（元浅草1−1−1、長尾版画匠）　
　東京都優秀技
能者（東京マイ
スター）とは、
都内に勤務する
技能者のうち、
極めて優れた技
能を持ち、他の
技能者の模範と認められる方々を優
秀な技能者として都知事が認定する
ものです。
▷問合せ　産業振興課
　 TEL（5246）1131

問合せ 危機・災害対策課 TEL（5246）1092
避難行動要支援者名簿をご存じですか

●避難行動要支援者名簿について
　区では、大地震などの災害発生時に、
高齢者や障害者などの要配慮者を支援す
る目的で「避難行動要支援者名簿」を作
成しています。平常時から、区と協定を
締結した警察署、消防署、消防団、民生
委員のほか、地域防災の重要な担い手で
ある町会に提供しています。
▷名簿登載対象者　75歳以上の高齢者
のみの世帯、要介護3以上の方、障害
のある方（障害種別によって異なる）

▷申込み　対象となった方には、案内や
申請書を郵送しています。希望の方は、
必要事項を記入し、返送をお願いし

ます。申請書がお手元にない方は問
合せ先へご連絡ください。

●個別支援計画について
　名簿登載者のうち、特に支援を必要と
する方に対し、「個別支援計画」を作成し
ています。

令和５年度の行政評価を実施しました

区内の伝統工芸職人が
東京都優秀技能者知事賞

を受賞しました
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